


歩道等のある橋梁・高架区間の歩車道境界には、以下のいずれかに該当する場合に、必要に応
じて車両用防護柵を設置する。

●転落車両による第三者の二次被害が発生する恐れのある場合
●線形が視認されにくい曲線部など、車両の路外逸脱が生じやすい場合
●地域の気象状況等によって路面凍結が生じやすくスリップ事故が多発している場合

●橋長が長いなど走行速度が高くなる恐れがある場合
●歩道幅員が狭い又は縁石の高さが低い場合

●また既設でハイテンション型でないアルミ高欄が設置されている場合

　※歩道等の幅員が狭く、歩車道境界に車両用防護柵を設置すると歩行者等の通行の妨げに
　　なる恐れがある場合には、高欄兼用車両防護柵を設置する。
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今回の改定
追加条件
今回の改定
追加条件

設置条件

歩道等のある橋梁・高架の防護柵設置について

防護柵の車道側最前面の位置については、車両の建築限界を考慮して定める。 平成16年の
改定条件
平成16年の
改定条件

解　説
●歩道の有効幅員は、以下の寸法が推奨されています。
　歩道の有効寸法（道路構造令第11条第3項）
　・歩行者の通行量が多い道路3.5ｍ以上
　・その他の道路2.0ｍ以上

●道路構造令の上で防護柵は、「路上施設」の「その他の施設」で歩車道境界から0.5ｍ以内に設置しなければなりません。
　路上施設（道路構造令第11条第4項）
　・防護柵の場合、0.5ｍを加えて歩道幅員の規定を適用する。
　・第3種第5級、第4種第4級でやむを得ない場合はこの限りではない。

●セットバック量とは、地覆前面から防護柵前面までの距離を言います。
　防護柵のセットバック量（アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領より）
　・車両用防護柵は原則として建築限界外の自由な位置に設置できる。

※建築限界により防護柵の設置範囲及び設置位置が変わるため、防護柵タイプも
異ることがありますので、ご注意ください。

高さ・強度の確保歩道がある 防護柵前面の設置位置の確認

歩道有効寸法が広い（2000ｍｍ以上） 路肩がある 路肩がない

●歩車道境界に車両用防護柵を設置 ●車両用防護柵は、
　地覆前面から150～200㎜セットバックした位置に設置

●車両用防護柵は、
　地覆前面から250㎜セットバックした位置に設置

歩車道境界に防護柵がない

●路側高欄の高さを確保

●縁石、マウンドアップで区切られている歩道

歩道有効寸法が狭い（2000ｍｍ未満）

●路側に高欄兼用車両防護柵を設置

低い・強度不足など

防護柵がない

車　道歩　道

※右記は既設橋梁の補修・改修時の主な整備イメージ例です。
　該当しない場合は、担当営業までご連絡ください。
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防護柵の高さ・強度について

建築限界について（防護柵の設置位置について）

強度については、道路種別等により異なります。「橋
梁における防護柵設置の考え方」12-13ｐをご参照
ください。

防護柵の設置位置については、建築限界により決定
されます。道路構成により建築限界が異なるため、
防護柵の高さと合せ建築限界を考慮ください。これ
により、地覆が狭い場合においても設置が可能とな
ります。
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既設橋梁の補修・改修 建築限界を考慮して設置位置を決定設置基準に基づきタイプを決定
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※１. 路肩が500mm以上の場合セットバック量150～ 200が望ましい。
　　（乗用車が容易に防護柵に接触しないようにするため）

※２．路肩が500mmの場合セットバック量は250mm

●建築限界を避け高欄兼用車両防護柵を設置

２．改定のポイント・・・　防護柵設置の考え方①



Ⅱ. 防護柵の車道側最前面の位置については、車両の建築限界を考慮して定める。 平成16年の
改定条件
平成16年の
改定条件※建築限界により防護柵の設置範囲及び設置位置が変わるため、防護柵タイプ

も異なることがありますので、ご注意ください。
ただし、高欄兼用車両防護柵の場合、地覆を利用し乗員頭部への直接衝突を避ける構造とするため、
セットバック量は250mmを原則としています。

建築限界

歩行者自転車道

●高さ・強度を満たしていない

歩行者自転車道

高さ・強度の確保

高欄

防護柵前面の設置位置の確認

橋長50ｍ未満 橋長 50ｍ以上

●建築限界を避け車両用防護柵を設置

橋長 50ｍ未満 橋長 50ｍ以上

建築限界

※１. セットバック量250㎜以下でも防護柵タイプは同様。
※２．路肩の幅にかかわらず防護柵タイプは同様。

※１. セットバック量250㎜以下でも防護柵タイプは同様。
※２．路肩の幅にかかわらず防護柵タイプは同様。
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「防護柵設置基準・同解説」について

建築限界

設置位置

路肩

路肩

500mm

●車両用防護柵は、
　地覆全面から250㎜セットバックした位置に設置

●車両用防護柵は、
　地覆前面から250㎜セットバックした位置に設置

❷地覆が狭い場合250㎜未満セットバックした位置に設置

❶車両用防護柵は、
　地覆前面から250㎜セットバックした位置に設置

建築限界

路肩

250mmセットバック
設置位置

250㎜セットバック
設置位置

（18-19ｐ参照）
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路肩

500mm以上

250㎜セットバック
設置位置 建築限界

250㎜未満
設置位置

地覆が狭い
※地覆幅が狭くセットバック250㎜未満の場合、高欄兼用車両防護柵は
　嵩上げタイプになります。
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既設橋梁の補修・改修
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歩道等がない橋梁・高架の防護柵設置について

Ⅰ. 橋梁・高架等の車道部には原則として車両用防護柵の設置する。

歩行者自転車道の高欄設置について

Ⅰ. 歩行者自転車道には高欄を設置する。

昭和55年の
改定条件
昭和55年の
改定条件

昭和 55 年発刊の「道路橋示方書・同解説」により橋梁用防護柵（高欄型
の車両用防護柵）の設計体系が確立された。

※昭和55年9月以前に設置された防護柵は、補修・改修が必要となります。

昭和61年の
改定条件
昭和61年の
改定条件

昭和 61 年発刊の「防護柵設置要綱・資料集」により歩行者自転車用柵の
設計体系が確立された。

※昭和61年7月以前に設置された防護柵は、補修・改修が必要となります。

設置条件

設置条件

高さ・強度の確保歩道がない

歩行者が混入しない場合

●路側に車両用防護柵H=900～1000を設置

歩行者が混入する場合

●路側に高欄兼用車両防護柵H=1100を設置

●車両用防護柵ではない防護柵

低い・強度不足など

車　道

車両用防護柵
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※地覆上面から850ｍｍ

※右記は既設橋梁の補修・改修時の主な整備イメージ例です。
　該当しない場合は、担当営業までご連絡ください。

防護柵の高さ・強度について

建築限界について（防護柵の設置位置について）

強度については、道路種別等により異なります。「橋
梁における防護柵設置の考え方」12-13ｐをご参照
ください。

防護柵の設置位置については、建築限界により決定
されます。道路構成により建築限界が異なるため、
防護柵の高さと合せ建築限界を考慮ください。これ
により、地覆が狭い場合においても設置が可能とな
ります。
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既設橋梁の補修・改修 設置基準に基づきタイプを決定

設置基準に
基づき
タイプを決定

設置基準に
基づき
タイプを決定

設置基準に
基づき
タイプを決定

設置基準に
基づき
タイプを決定

3．改定のポイント・・・　防護柵設置の考え方②


